
公  募  公  告  
 

 次 の と お り 公 募 に 付 し ま す 。  
 令 和 ８ 年 １ 月 ２ ６ 日  
  支 出 負 担 行 為 担 当 官  
   東 京 出 入 国 在 留 管 理 局 長  西  山    良  

 
１  公 募 事 項  
（ １ ） 件   名  タ ク シ ー チ ケ ッ ト 利 用 契 約  
（ ２ ） 内   容  公 募 説 明 書 に よ る 。  
（ ３ ） 契 約 期 間  令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  
２  公 募 参 加 資 格  
（ １ ） 良 質 な 商 品 又 は 優 良 な サ ー ビ ス を 提 供 で き る 能 力 と 実 績 を
  有 す る こ と 。  
（ ２ ） 予 算 決 算 及 び 会 計 令 第 ７ ０ 条 及 び ７ １ 条 の 規 定 に 該 当 し な
  い 者 で あ る こ と 。  
   な お 、 未 成 年 者 、 被 保 佐 人 又 は 被 補 助 人 で あ っ て 、 契 約 締
  結 の た め に 必 要 な 同 意 を 得 て い る 者 は 、 同 条 中 、 特 別 な 理 由
  が あ る 場 合 に 該 当 す る 。  
（ ３ ） 予 算 決 算 及 び 会 計 令 ７ ３ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 支 出 負 担 行 為
  担 当 官 が 定 め る 資 格 を 有 す る も の で あ る こ と 。  
（ ４ ） 国 税 及 び 地 方 税 を 完 納 し て い る こ と 。  
（ ５ ） 経 営 の 状 況 又 は 信 用 度 が 極 端 に 悪 化 し て い な い と 認 め ら れ
  る 者 で あ り 、 適 正 な 業 務 の 履 行 が 確 保 さ れ る 者 で あ る こ と 。  
（ ６ ） 仕 様 書 に 掲 げ る 条 件 を 満 た す 者 で あ る こ と 。  
（ ７ ） 下 記 ５ の 公 募 説 明 書 の 交 付 を 受 け た 者 で あ る こ と 。  
３  公 募 説 明 書 配 付 期 間  

令 和 ８ 年 １ 月 ２ ６ 日 （ 月 ） か ら 令 和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 （ 金 ） ま で
（ 行 政 機 関 の 休 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ６ ３ 年 法 律 第 ９ １ 号 ） 第
１ 条 に 規 定 す る 行 政 機 関 の 休 日 を 除 く 。 ） の 間 、 ９ 時 ０ ０ 分 か
ら １ ７ 時 ０ ０ 分 ま で の 間 （ １ ２ 時 ０ ０ 分 か ら １ ３ 時 ０ ０ 分 ま で
の 間 は 除 く 。 ）  

４  応 募 申 込 書 の 提 出 期 限  
令 和 ８ 年 １ 月 ２ ６ 日 （ 月 ） か ら 令 和 ８ 年 ２ 月 １ ３ 日 （ 金 ） ま

で （ 行 政 機 関 の 休 日 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ６ ３ 年 法 律 第 ９ １ 号 ）
第 １ 条 に 規 定 す る 行 政 機 関 の 休 日 を 除 く 。 ） の 間 、 ９ 時 ０ ０ 分
か ら １ ７ 時 ０ ０ 分 ま で の 間 （ １ ２ 時 ０ ０ 分 か ら １ ３ 時 ０ ０ 分 ま
で の 間 は 除 く 。 ） に て 、 下 記 ５ の 場 所 に 提 出 す る こ と 。  

５  公 募 説 明 書 の 配 付 ・ 応 募 申 込 書 の 提 出 場 所 及 び 問 合 せ 先  
   〒 １ ０ ８ － ８ ２ ５ ５  
   東 京 都 港 区 港 南 五 丁 目 ５ － ３ ０  
   東 京 出 入 国 在 留 管 理 局 庁 舎 ４ 階 会 計 課  担 当 ： 小 磯 ・ 大 宅  
   電  話 ： ０ ３ － ５ ７ ９ ６ － ７ １ ０ ３  

※ 提 出 は 、 直 接 持 参 又 は 郵 送 (特 定 記 録 等 )に よ り 提 出 す る こ
と 。  

電 子 メ ー ル 又 は Ｆ Ａ Ｘ で の 提 出 は 受 け 付 け な い 。  
６  そ の 他  
  詳 細 は 、 「 公 募 説 明 書 」 に よ る 。  

 


